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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
相互に対向しかつ平行な正面（６）及び背面（７）と、前記正面及び前記背面（６、７）
に垂直な二つの平行な側面（８）と、前記正面（６）、前記背面（７）及び前記側面（８
）に直角な端面（９）と、開放端面（４）とを付与するカップ状の容器（３）と、
蓋（５）であって、前記容器（３）に蝶番式に留められかつ、前記蓋（５）が前記開放端
面（４）についての閉鎖部材として機能する位置から離れて及びに向かって前記容器に関
して移動することができかつ、相互に対向しかつ平行な正面（１０）及び背面（１１）と
、前記正面（１０）及び前記背面（１１）に垂直な二つの平行な側面（１２）と、前記正
面（１０）、前記背面（１１）及び前記側面（１２）に直角な端面（１３）とを付与する
蓋（５）と、
部分的に前記容器（３）内へ挿入されかつ、突出させられて前記容器の正面（１０）及び
二つの側面（１２）と接触し、前記開放端面（４）から突出する正面部（１７）及び二つ
の側面部（２２）を付与する「Ｕ字形」の輪郭の強化フレーム（１５）と、
前記フレーム（１５）及び前記蓋（５）によって形成されかつ、前記蓋（５）をぱちっと
留める相互保持手段（２３、３９；２３、５５）とを具備する、細長要素のための蝶番式
に留められた蓋を有する強固な箱（２）において、
前記相互保持手段（２３、３９；２３、５５）は、
各々が前記強化フレーム（１５）の関連の突出している側面部（２２）に付随した、Ｖ字
形断面をとるようにほぼ二重に曲げられた二つのフラップ（２３）と、
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各々が関連側面（１２）に付随しかつ、閉鎖位置にある時に各曲げられたフラップ（２３
）が前記蓋（５）の対応フラップ（３９；５５）と係合するように配置される、前記蓋（
５）の内部に位置する二つのフラップ（３９；５５）とを具備することを特徴とする細長
要素のための蝶番式に留められた蓋を有する強固な箱（２）。
【請求項２】
前記各曲げられたフラップ（２３）は、Ｖ字形断面をとるように折目線（２６）に沿って
二重に曲げられかつ前記側面部（２２）に対して効果的に平坦にされる、突出する同一の
前記側面部（２２）の自由端部（２５）と一致する請求項１に記載の箱。
【請求項３】
前記蓋（５）の各フラップ（３９）は、前記蓋（５）の前記関連側面（１２）を強化しか
つほぼ矩形の切欠部（４７）を付与する内側折目部（５１）を形成し、前記切欠部の一縁
部（４９）は、前記フレーム（１５）に付随する前記曲げられたフラップ（２３）の対応
縁部（２４）とスナップ係合するように位置決めされている請求項１又は２に記載の箱。
【請求項４】
前記各曲げられたフラップ（２３）は、Ｖ字形断面をとるように斜めの折目線（５２）に
沿って二重に曲げられかつ側面部（２２）に対して効果的に平坦にされる、突出する同一
の前記側面部（２２）の角部（２５）と一致する請求項１に記載の箱。
【請求項５】
前記蓋（５）の各フラップ（５５）は、前記蓋（５）の前記関連側面（１２）を強化する
内側折目部（５１）の角度部（５６）を具備し、前記フラップ（５５）は、Ｖ字形断面を
とるように折目線（５７）に沿って二重に曲げられかつ、前記フレーム（１５）に付随す
る前記曲げられたフラップ（２３）の対応縁部（５３）とスナップ係合するように位置決
めされた縁部（５４）を付与する請求項４に記載の箱。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、細長要素のための蝶番式に留められた蓋を有する強固な箱に関する。
【０００２】
【従来の技術】
特に、本発明は、たばこ用の蝶番式に留められた蓋を有する箱に関し、この種の箱は、相
互に対向しかつ平行な正面及び背面と、正面及び背面に垂直な二つの相互に平行な側面と
、正面、背面及び側面に直角な底端面と、開放端面とを付与するカップ状の容器又は中空
本体と、
蓋であって、背面の上縁部に沿って容器に蝶番式に留められかつ、蓋が開放端面について
の閉鎖部材として機能する位置から離れて及びに向かって容器に関して移動することがで
きかつ、相互に対向しかつ平行な正面及び背面と、これら正面及び背面に垂直な二つの平
行な側面と、これら正面、背面及び側面に直角な端面とを付与する、同様にカップ状の形
態の蓋とを具備する。この箱は、部分的に容器内へ挿入されかつ、容器の正面及び二つの
側面で突出させられかつ、部分的に蓋と係合するように容器の正面及び側面の上縁部から
上方に突出する中央部及び二つの側面部を付与する「Ｕ字形」の輪郭の強化フレームをさ
らに具備する。
【０００３】
以上に記載の種類の強固な箱におけるフレームの主な機能は、閉鎖位置にある時に不慮の
開放の可能性を制限するように、蓋と相互作用することであるということであると一般に
考えられている。
【０００４】
紙の材料の弾力特性のために、フレームは紙材料から形成されるが、フレームと蓋との間
における結果として生じる干渉は、閉鎖位置で蓋を正確に維持するのに十分でないことが
しばしばある。
【０００５】
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当欠点を克服することが意図されている一つの手段が、参考文献の国際公開ＷＯ９８／１
８６８３号が開示されている。この文献は、フレームの中央の突出部が、蓋の正面に形成
される内側強化折目部の対応縁部とスナップ係合して閉鎖位置にある時に蓋の完全かつ安
定した保持を保証するように、蓋にわたって外側及び下方に曲げられているフラップと一
体にされている、蝶番式に留められた蓋を有するタイプの強固な箱に関する。
【０００６】
逆に、当強固な箱は、前位置を占めかつ、フレームの中央部に付随しかつ、容器から離れ
て突出しており、蓋が開放している時に箱の前面上で特に際立っている、折られたフラッ
プの存在によって外観に関してより満足できない。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、前述の欠点によって影響されない蝶番式に留められた蓋を有する強固な
箱を提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
前述の目的は、相互に対向しかつ平行な正面及び背面と、正面及び背面に垂直な二つの平
行な側面と、正面、背面及び側面に直角な端面と、開放端面とを付与するカップ状の容器
と、
蓋であって、容器に蝶番式に留められかつ、蓋が開放端面についての閉鎖部材として機能
する位置から離れて及びに向かって容器に関して移動することができかつ、相互に対向し
かつ平行な正面及び背面と、正面及び背面に垂直な二つの平行な側面と、正面、背面及び
側面に直角な端面とを付与する蓋と、
部分的に容器内へ挿入されかつ、突出させられて容器の正面及び二つの側面と接触し、開
放端面から突出する正面部及び二つの側面部を付与する「Ｕ字形」の輪郭の強化フレーム
と、
フレーム及び蓋によって形成されかつ、蓋をぱちっと留める相互保持手段とを具備する、
細長要素のための蝶番式に留められた蓋を有する強固な箱において、
相互保持手段は、
各々が強化フレームの関連の突出している側面部に付随した、Ｖ字形断面をとるようにほ
ぼ二重に曲げられた二つのフラップと、
各々が関連側面に付随しかつ、閉鎖位置にある時に各曲げられたフラップが蓋の対応フラ
ップと係合するように配置される、蓋の内部に位置する二つのフラップとを具備すること
を特徴とする細長要素のための蝶番式に留められた蓋を有する強固な箱という、本発明に
よって実現される。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明は、添付図面によって、例として詳細にここで記載される。添付図面の図２を参照
すると、１は平坦な実質的な矩形の打ち抜かれたブランクを示す。図１に示されるような
強固な箱(packet)２は、このブランク(blank) から、連続的に折り、従来の曲げ方法を利
用することによって形成される。
【００１０】
図１に示される箱２は、一群のたばこ（図示せず）を収容し、開放した上端面４を形成す
るカップの形態の容器３と、容器３に蝶番に留められかつ開放した上端面４が露出される
及び隠されるそれぞれの開放位置及び閉鎖位置間で回転可能である同様にカップの形態の
蓋５と、を具備することが理解される。
【００１１】
カップ状の容器３は、互いに対向しかつ平行な正面６及び背面７と、正面６及び背面７に
直角な、互いに平行に配置された互いに対向した二つの側面８と、残りの四つの面６、７
及び８に直角な端面９と、を付与する。
【００１２】
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同様に、蓋５は、互いに対向しかつ平行な正面１０及び背面１１と、互いに平行でありか
つ正面１０及び背面１１に直角である二つの側面１２と、残りの面１０、１１及び１２に
直角な端面１３と、を付する。特に、蓋の背面１１に形成される底縁部と、容器の背面７
に形成される上縁部とは、以前に形成された折目部(fold)に沿って永久に接合され、ヒン
ジ１４を形成する。蓋５は、ヒンジ１４回りに開放位置と閉鎖位置との間で回転可能であ
る。箱２は、容器の開放した上端面４から突出している「Ｕ字形」の輪郭の内側強化フレ
ーム１５を具備する。
【００１３】
図１及び３を見ると、フレーム１５は、容器の正面６を越えて突出する上部１７と、同一
の側面６の内面へ固定される下部１８と、を示す中央パネル１６を具備することが理解さ
れる。フレーム１５は、二つの折目線(crease line) ２０によって中央パネル１６から幾
何学的に分離される二つの側パネル１９をさらに具備し、容器の対応側面８の内面へ各々
固定されるそれぞれの下部２１と、同一の側面８から突出するそれぞれの上部２２とを示
す。
【００１４】
内フレーム１５に形成される二つの側パネル１９の上部２２は、関連フラップ２３で形成
され（図１）、各フラップは自由縁部２４を示し、Ｖ字形断面をとるように、以前に型押
しされた折目線２６に沿って二重に曲げられかつパネル１９に対して（図示しない従来の
方法で）効果的に平坦にされた関連部２２の端部２５と一致する。各側パネル１９の下部
２１は、凹所２７が形成され、凹所２７の寸法は、一つのフラップ２３の寸法に正確に一
致する。
【００１５】
図２から認識できるように、ブランク１には、箱２の異なる面及び折目部を形成する複数
の長手方向及び横断方向の折目線を有して用意される。
【００１６】
以下に続く明細書の説明を簡単化するために、ブランク１のパネル及び箱２の面は、両方
に共通の番号によって示され、ブランクの場合においてプライム符号を付けられる。
【００１７】
図２を見ると、打ち抜かれたブランク１は、容器３及び蓋５の種々の面及び折目部に対応
するパネルへ切断領域を分割するように組み合う複数の横断方向折目線２８・・・３３及
び二つの長手方向折目線３５を示すということが理解される。
【００１８】
横断方向折目線２８・・・３３は、二つの長手方向折目線３５間に包囲された一連の要素
、すなわち、端フラップ３６と、第一端パネル１０’であって、折目線２８回りに１８０
°回転で二重に曲げられるフラップ３６が、、内側の強化要素を形成するように第一端パ
ネル１０’に対して平坦にされている第一端パネル１０’と、第一中間パネル１３’と、
第一中間パネル１３’より浅い第二中間パネル１１’と、ヒンジ１４を付与する折目線３
１に沿って第二中間パネル１１’に接合されている中央パネル７’と、第三中間パネル９
’と、箱の開放端部４と一致する自由縁部３４で終わっている第二端パネル６’とを形成
する。
【００１９】
図２を見ると、パネル１０’、１３’、１１’、７’、９’及び６’は、二つの長手方向
の折目線３５によって両側の対応する対のフラップ３７、３８、３９、４０、４１及び４
２から分離され、第一中間パネル１３’に隣接するフラップ３８は、パネル１３’から離
されかつ、長手方向折目線３５及び関連横断折目線２９と一致する各切断線４３及び４４
によって隣接するフラップ３７から分離され、その一方で、フラップ３８は、関連折目線
３０と一致する所定の長さの線Ｔに沿って隣接するフラップ３９に付随している。同様に
、第三中間パネル９’と隣接する二つのフラップ４１は、関連横断折目線３２に沿って一
対の隣接するフラップ４０に付随し、パネル９’から分離されかつ、長手方向折目線３５
及び関連横断折目線３３それぞれと一致する切断線４５及び４６によって残りの対のフラ
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ップ４２から分離される。
【００２０】
さらに図２において、関連長手方向折目線３５に沿って第二中間パネル１１’に付随する
フラップ３９の各々は、実質的に三角形状の切欠３９ａによって一方の隣接するフラップ
４０から分離され、また、横断折目線３０と一致する、一方のフラップ３８の自由縁部と
フラップ３９自身の自由縁部４９との間で包囲される、最も外方の一つの開放端部を有す
るほぼ矩形の切欠部４７によってフラップ３８からも分離される。
【００２１】
図１から認識できるように、切り欠かれたフラップ３９の各々は、蓋５の対応側面１２を
強化する内側折目部５１を形成する。側面１２の上縁部４９は、側面１２が端面１３と交
わる角部から離間しており、上縁部４９は、フレーム１５に付随している関連フラップ２
３によって付与される縁部２４とスナップ係合するように配置される。
【００２２】
このように、蓋５は、閉められる時に完全かつ安定した閉鎖を保証し、その一方で、蓋５
は開放位置にある時に箱２は、従来の強固な箱のように、又は、箱を美的に傷つけるよう
に見られる可能性のあるいかなる特性も少なくともなく、正面から見られる。
【００２３】
図４、５及び６の例において、フレーム１５が、関連側パネル１９によって形成される上
部２２の角部２５と各々が一致するほぼ三角形状のフラップ２３を用いて形成される。フ
ラップ２３は、斜めの折目線５２に沿って二重に曲げられ、（図示されていない従来の方
法で）パネル１９に対して効果的に平坦にされ、Ｖ字形断面をとり、角部２５は、蓋５に
付随するほぼ三角形状の対応フラップ５５に付与された縁部５４と係合するように形成さ
れた縁部５３を付与し、この例において、強化折目部５１の角度部５６は、関連横断折目
線５７に沿って（図示されていない従来の方法で）容器３の内側へ二重に曲げられる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による箱の好適な実施形態を、明確さのために特定の部分が省略されて斜
視図で示す。
【図２】図１の箱が形成される打ち抜かれたブランクの平面図である。
【図３】図１における箱の内側強化フレーム形成部の平面図である。
【図４】本発明による箱のさらなる実施形態を示す。
【図５】図４の箱に使用される打ち抜かれたブランクの部分的に示された平面図である。
【図６】図４の箱に使用される内側強化フレームの平面図である。
【符号の説明】
２…箱
３…容器
４…開放端面
５…蓋
６…正面
７…背面
８…側面
９…端面
１０…正面
１１…背面
１２…側面
１３…端面
１５…フレーム
１７…正面部
２２…側面部
２３…フラップ
３９…フラップ
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